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平
成
27
年
５
月
27
日
に
、
鎌
田
久
美

子
会
長
お
よ
び
市
町
村
部
会
長
ら
で
、

厚
生
労
働
省
健
康
局
長
お
よ
び
各
課
室

に
要
望
書
を
提
出
し
、
全
国
保
健
師
長

会
と
し
て
の
意
見
要
望
を
伝
え
ま
し
た
。

新
村
和
哉
健
康
局
長
に
は
手
交
と
面

談
の
時
間
を
い
た
だ
き
、
重
点
要
望
に

関
し
て「
保
健
師
を
も
っ
と
活
用
す
べ
き

と
の
声
も
あ
る
。
総
合
調
整
部
門
に
保

健
師
の
配
置
を
要
望
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
り
、
研
修
体
系
の
見
直
し
に
つ
い

て
も
年
度
内
に
と
り
ま
と
め
の
予
定
」と

の
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

※
肩
書
、
課
室
名
は
当
時
の
も
の

〔
要
望
書
の
概
要
〕

※
各
表
題
の
次
の
（　

）
は
提
出
先

■
重
点
要
望

１ 

統
括
保
健
師
の
配
置
促
進
と
育
成

（
健
康
局
が
ん
対
策
・
健
康
増
進
課
）

⑴�

保
健
師
中
央
会
議
を
統
括
保
健
師
会

（
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
母
子
保

健
課
）（
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
総
務

課
虐
待
防
止
対
策
室
）（
社
会
・
援
護
局

障
害
保
健
福
祉
部
障
害
福
祉
課
障
害

児
・
発
達
障
害
者
支
援
室
）

⑴�

児
童
虐
待
防
止
対
策
に
か
か
る
人
材

確
保
・
育
成
の
強
化
を
図
ら
れ
た
い
。

母
子
保
健
・
医
療
・
児
童
福
祉
・
教

育
等
と
の
連
携
に
よ
る
親
子
へ
の
重
層

的
な
支
援
策
推
進
と
人
材
育
成
強
化
を
。

⑵�

在
宅
療
養
児
の
た
め
の
医
療
資
源
の

確
保
と
、
保
健
・
医
療
・
福
祉
・
教

育
等
が
連
携
し
た
支
援
体
制
の
強
化

を
図
ら
れ
た
い
。

Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｕ
長
期
入
院
児
等
の
在
宅
療

養
を
支
援
す
る
た
め
、
小
児
の
在
宅
医

や
訪
問
看
護
な
ど
の
医
療
資
源
と
、
保

護
者
の
レ
ス
パ
イ
ト
や
通
園
・
通
学
支

援
な
ど
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
、
地
域
格

差
な
く
整
備
し
、支
援
体
制
の
強
化
を
。�

（
社
会
・
援
護
局
障
害
保
健
福
祉
部

精
神
・
障
害
保
健
課
）

⑴�

依
存
症
者
に
対
す
る
相
談
・
支
援
体

制
の
整
備
に
つ
い
て
支
援
さ
れ
た
い
。

「
ア
ル
コ
ー
ル
健
康
障
害
対
策
基
本

法
」に
基
づ
く
具
体
的
か
つ
実
効
的
な

基
本
計
画
と
、
薬
物
等
の
依
存
症
者
に

対
す
る
支
援
体
制
の
整
備
・
充
実
を
。

⑵�

自
殺
予
防
事
業
の
効
果
的
な
推
進
の

た
め
引
き
続
き
財
源
確
保
さ
れ
た
い
。

多
様
な
部
門
と
の
連
携
に
よ
る
長
期

的
な
自
殺
予
防
対
策
の
実
行
を
可
能
と

す
る
財
政
支
援
を
。

３ 

障
害
児
者
施
策

（
社
会
・
援
護
局
障
害
保
健
福
祉
部

障
害
福
祉
課
障
害
児
・
発
達
障
害
者
支

援
室
）（
健
康
局
が
ん
対
策
・
健
康
増
進

課
）

⑴�

障
害
児
者
に
対
す
る
保
健
・
医
療
・

議
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
い
。

各
自
治
体
の
参
加
を
必
須
と
す
る
こ

と
や
、
都
道
府
県
ご
と
の
統
括
保
健
師

会
議
の
実
施
に
か
か
る
予
算
措
置
を
。

⑵�

保
健
医
療
科
学
院
と
連
携
し
た
統
括

保
健
師
の
育
成
強
化
を
図
ら
れ
た
い
。

公
衆
衛
生
行
政
能
力
や
政
策
形
成
能

力
の
向
上
に
向
け
た
研
修
の
充
実
を
。

２ �

自
治
体
保
健
師
の
資
質
向
上

　

 

へ
の
支
援

（
健
康
局
が
ん
対
策
・
健
康
増
進
課
）

⑴�

保
健
師
の
現
任
教
育
体
制
の
整
備
に

か
か
る
支
援
を
さ
れ
た
い
。

「
保
健
師
の
研
修
の
あ
り
方
に
関
す

る
検
討
会
」の
結
果
を
踏
ま
え
、
保
健

師
の
キ
ャ
リ
ア
ラ
ダ
ー
に
か
か
る
系
統

的
な
現
任
教
育
体
制
の
整
備
を
。

■
分
野
別
要
望

１ �

母
子
保
健
施
策
お
よ
び

　

 

児
童
福
祉
施
策

福
祉
・
教
育
等
が
連
携
し
た
健
康
支

援
等
の
施
策
を
推
進
さ
れ
た
い
。

発
達
障
害
児
の
成
長
過
程
や
障
害
者

の
個
々
の
障
害
特
性
に
応
じ
た
、
健
康

増
進
・
教
育
・
就
労
・
生
活
支
援
等
に

つ
い
て
、
省
庁
横
断
的
な
切
れ
目
な
い

支
援
体
制
の
強
化
を
。�

４ 

高
齢
者
施
策

（
老
健
局
振
興
課
）（
老
健
局
高
齢
者

支
援
課
認
知
症
・
虐
待
防
止
対
策
推
進

室
）（
社
会
・
援
護
局
障
害
保
健
福
祉
部

精
神
・
障
害
保
健
課
）

⑴�

地
域
包
括
ケ
ア
の
推
進
に
あ
た
り
、

保
健
師
に
よ
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ

ピ
タ
ル
醸
成
等
の
活
動
を
明
確
に
位

置
づ
け
ら
れ
た
い
。

住
民
主
体
の
互
助
活
動
や
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
再
生
支
援
に
向
け
て
は
、
保
健

師
の
活
動
を
明
確
に
位
置
づ
け
、
地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
等
へ
の
保
健
師
の

配
置
の
促
進
と
待
遇
改
善
を
。

⑵�

認
知
症
施
策
に
お
け
る
財
源
の
安
定

的
な
確
保
を
図
ら
れ
た
い
。

認
知
症
高
齢
者
の
権
利
擁
護
と
家
族

の
介
護
負
担
軽
減
等
の
観
点
か
ら
、
安

定
的
な
財
源
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、

認
知
症
施
策
に
か
か
る
保
健
師
の
配
置

の
推
進
や
医
療
提
供
体
制
の
確
保
を
。

⑶�

若
年
性
認
知
症
施
策
の
推
進
に
か
か

報
共
有
な
ど
、
生
涯
に
わ
た
る
健
康
づ

く
り
の
推
進
に
つ
い
て
環
境
整
備
を
。

⑵�

が
ん
検
診
受
診
率
向
上
の
た
め
の
省

庁
連
携
お
よ
び
財
政
措
置
等
を
引
き

続
き
図
ら
れ
た
い
。

企
業
へ
の
ポ
ピ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
ア
プ

ロ
ー
チ
の
強
化
と
、
職
域
で
の
が
ん
検

診
の
実
施
な
ど
、必
要
な
財
政
措
置
を
。�

７ 

感
染
症
対
策

（
健
康
局
結
核
感
染
症
課
）

⑴�

Ｄ
Ｏ
Ｔ
Ｓ
事
業
を
推
進
す
る
た
め
の

人
材
確
保
お
よ
び
育
成
の
た
め
の
予

算
の
充
実
を
図
ら
れ
た
い
。

結
核
患
者
の
確
実
な
治
療
継
続
を
支

援
す
る
人
材
確
保
の
予
算
拡
充
を
。

⑵�

予
防
接
種
の
安
全
性
確
保
に
つ
い

て
、
引
き
続
き
検
討
さ
れ
た
い
。

予
防
接
種
の
安
全
性
の
確
保
と
技
術

的
・
財
政
的
支
援
に
基
づ
く
定
期
接
種

化
の
検
討
を
。

８ 

健
康
危
機
管
理
（
災
害
保
健
）

（
健
康
局
が
ん
対
策
・
健
康
増
進
課
）

⑴�

災
害
時
の
円
滑
な
保
健
活
動
に
資
す

る
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の

確
実
な
運
用
を
図
ら
れ
た
い
。

迅
速
か
つ
的
確
な
保
健
活
動
を
実
施

す
る
た
め
の
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
運

用
を
図
り
、
災
害
保
健
ス
キ
ル
向
上
の

た
め
の
研
修
体
制
の
充
実
を
。

る
部
局
横
断
的
な
支
援
体
制
の
充
実

を
図
ら
れ
た
い
。

職
場
健
診
で
の
早
期
発
見
体
制
や
経

済
的
支
援
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
な

ど
、
障
害
福
祉
・
労
働
部
門
等
と
の
連

携
や
都
道
府
県
レ
ベ
ル
で
の
政
策
化
を

図
る
と
と
も
に
、
早
期
発
見
・
支
援
体

制
の
現
状
に
つ
い
て
全
国
調
査
を
。

５ 

難
病
施
策
・
疾
病
対
策

（
健
康
局
疾
病
対
策
課
）

⑴�

難
病
保
健
医
療
専
門
員
（
仮
称
）
の

役
割
・
機
能
を
明
確
化
さ
れ
た
い
。

就
労
支
援
や
協
議
体
の
運
営
に
矮わ

い
し
ょ
う小

化
す
る
こ
と
な
く
、
各
自
治
体
に
お
け

る
取
り
組
み
の
基
本
ラ
イ
ン
や
人
材
確

保
に
関
す
る
方
針
提
示
を
。

⑵�

難
病
対
策
地
域
協
議
会
（
仮
称
）
の

設
置
の
促
進
を
図
ら
れ
た
い
。

難
病
患
者
の
重
度
化
予
防
、
就
労
支

援
、
終
末
期
医
療
な
ど
多
様
な
ニ
ー
ズ

に
対
す
る
省
庁
横
断
的
な
体
制
整
備
を
。

６ �

健
康
づ
く
り
・
生
活
習
慣
病

　

 

予
防
施
策

（
健
康
局
が
ん
対
策
・
健
康
増
進
課
）

⑴�

働
き
盛
り
世
代
の
健
康
づ
く
り
に
か

か
る
省
庁
横
断
的
な
施
策
を
図
ら
れ

た
い
。

経
済
産
業
省
や
労
働
部
門
と
の
連

携
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
活
用
に
よ
る
情

⑵�
被
災
地
に
お
け
る
保
健
師
の
疲
弊
や

離
職
等
の
実
態
を
踏
ま
え
た
、
継
続

的
な
被
災
地
支
援
を
実
施
さ
れ
た
い
。

被
災
者
に
対
す
る
効
果
的
な
ス
ト
レ

ス
ケ
ア
に
つ
い
て
、
国
レ
ベ
ル
で
研
究

し
、
継
続
し
た
被
災
地
支
援
を
。

⑶�

Ｄ
Ｈ
Ｅ
Ａ
Ｔ
の
資
格
認
証
等
の
制
度
的

位
置
づ
け
と
、
人
材
登
録
・
派
遣
調
整

シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
図
ら
れ
た
い
。

災
害
時
の
保
健
医
療
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

機
能
は
、
支
援
者
側
と
受
援
者
側
双
方

に
求
め
ら
れ
る
た
め
、
Ｄ
Ｈ
Ｅ
Ａ
Ｔ
の

制
度
的
位
置
づ
け
と
全
国
的
な
人
材
育

成
・
登
録
・
派
遣
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
。

９ 

生
活
困
窮
者
の
健
康
支
援

（
健
康
局
が
ん
対
策
・
健
康
増
進
課
）

（
社
会
・
援
護
局
保
護
課
）

⑴�

生
活
困
窮
者
へ
の
健
康
支
援
に
向
け

た
、
保
健
・
医
療
・
福
祉
等
の
連
携

支
援
シ
ス
テ
ム
を
提
示
さ
れ
た
い
。

生
活
保
護
受
給
者
等
の
自
立
支
援
の

推
進
と
健
康
格
差
の
是
正
の
た
め
、
生

活
実
態
に
即
し
た
重
症
化
予
防
対
策
の

強
化
を
。

※�

要
望
書
の
全
文
は
、
全
国
保
健
師
長

会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
て
い

ま
す
。http://w

w
w
.nacphn.jp/

（
文
責
＝
総
務
担
当
理
事　

岡
島
さ
お
り
）

２ 

精
神
保
健
施
策

全
国

保
健
師
長
会

だ
よ
り

全
国
保
健
師
長
会
　
会
長

鎌
田 

久
美
子

平
成
28
年
度

厚
生
労
働
省
へ
の

要
望
書
提
出
に
つ
い
て

要望書を厚労省新村健康局長へ提出す
る鎌田会長


